
第６号様式（第５の２関係）

議 事 概 要

会 議 名 令和７年度第３回 奄美警察署協議会

会 議 日 時 令和８年２月17日火曜日 午後３時から午後４時45分まで

会 議 場 所 奄美警察署 会議室

出 席 者 １ 警察署協議会 会長以下10人

２ 警察署 署長以下10人

（会議の概要）
１ 開会
⑴ 会長挨拶

⑵ 署長挨拶

２ 署長説明

令和７年中の治安情勢・奄美警察署の取組について

３ 令和７年第２回警察署協議会での意見・要望等に関する経過説明
【ラッピング車両による交通広報案について】

【説明】
本件については、早期に実施することが厳しい状況であったことから、すみやかに実

施できる取組として大型マグネット式ステッカーとＢ５サイズステッカーの作成・配布
を進める方針である。
デザインは、奄美警察署のマスコットキャラクター「カケルくん」を使用することが

決定した。
また、ラジオ、SNS等で広報啓発活動を行っていく方針である。

４ 協議（警察行政に対する意見・要望について）

【委員】
「ゾンビたばこ」対策について

【回答】
「ゾンビたばこ」はエトミデートの別称で、依存性が高く、過剰摂取すれば死に至る

ケースもある危険ドラッグの一種である。
当署ではエトミデートに関連する事案は認知していないものの、SNSを通じて簡単に

入手できるという状況にある。
当署の対策としては、積極的な検挙活動はもちろんのこと、それ以外にも中高生に対

する薬物乱用教室や、奄美大島防犯団体連絡協議会公式LINE等を通じた広報活動も行う
等、薬物事案の検挙活 動と乱用防止の防犯活動を両輪 として薬物対策を進めていく
方針である。

【委員】
⑴ 佐手久集落に入る手前の坂のカーブを改良して欲しい。
⑵ 交差地点への道路ミラーを設置して欲しい。

【回答】
⑴ 御要望の場所については、現場確認の結果、見通しの悪いカーブの下り坂であるこ
と等、危険性のある箇所であることが判明した。
現状を道路管理者に情報提供するとともに共同で現場確認を行い、現在、道路管理

者に対し、カーブ手前の路面に注意を促す法定外表示の設置の検討を依頼している。

⑵ 御要望の場所については、現場確認の結果、遮蔽物の影響で右方の安全確認が困難
な状況が判明した。
管轄の道路管理者とともに現場確認を行い、ロードミラーの設置の検討を依頼して

いる。

【委員】
集落内に子ども110番の家の増加はできないか。

【回答】
子ども110番の家の、新規選定の要望があった際は、選定基準に基づいてその必要性

を判断している。
子ども110番の家の選定要望があれば、生活安全課まで相談していただきたい。

【委員】



国道58号上に横断歩道を設置していただきたい。

【回答】
御要望の箇所について現地調査を行い、設置の必要性を検討した結果、調査では
● 時間帯における通行車両の台数や歩行者数
● 区間内における道路横断者数
● 横断歩道を設置する場合の場所的問題点

などを調査項目として行っており、結果として
● 区間内は、直線道路が多く見通しがきくため、横断歩道の設置上には問題はな
いものの、区間内の道路横断者は殆ど見られないこと

● 横断歩道を近距離に連続して設置することとなると通行車両の交通流に影響を
及ぼすこととなるが、現段階では真に必要な場所にはなじまないこと

という理由で、設置は難しいと判断している。
よって、現時点では設置は難しいと判断した。
しかし、今後も調査を継続して、地域の生活環境や交通環境の変化等を見極めながら

設置に向けた検討を継続する。

【委員】
駐在所夫人に対する不審者対応訓練等はしているのか。

【回答】
駐在所員不在の場合は、戸外電話での対応を原則としている。
また、駐在所内で対応した場合においても、アクリル板の設置等の構造的な対策や緊

急時の連絡体制を確立している。
その他、定期的に指導教養を行っている。

【委員】
屋仁川通りの逆走が未だに多い

【回答】
交通取締りの強化、コミュニティFMや広報誌等での広報活動に努める。
また、観光客の違反も散見されることから、レンタカー会社に対して利用客への呼び

かけを依頼する方針である。

５ 警察署からの諮問～投資詐欺対策について
⑴ 管内の投資詐欺の現状・問題点

⑵ 当署が行っている対策

⑶ 答申
● 高校生等の若年層を対象とした詐欺防止の講話を行ってはどうか。
● 老人クラブの定期総会で高齢者向けの詐欺防止啓発を行ってはどうか。
● 地域イベントで詐欺防止啓発活動を実施し、幅広い年齢層への周知を図ってはど
うか。

● 金融機関と連携した投資詐欺対策を展開してはどうか。

６ 閉会

備 考


